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退院後、復職時の注意点
長期の入院や治療により体力低下がある場合
⇒体力に合わせた業務内容の検討をお願いします

職種によっては、保健所が就業制限をかける場合がありますので、
一時的な配置転換や業務変更をお願いします。
（例）

・飲食店や小売店の接客
（不特定多数への感染を避ける）

・保育士や看護師
（乳幼児や免疫低下のある患者など、
感染に弱い者への接触を避ける）

法的な結核患者における就業制限とは
結核患者における就業制限とは、
「感染症のまん延防止を目的としたもの」を指します。※２

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条）

具体的には
「接客業その他多数の者に接触する業務」に「その病原体を保有しなくな
るまでの期間又はその症状が消失するまでの期間」と規定されています。
ご不明な点があれば、保健所へご相談ください。

※2：労働安全衛生法での就業の措置における「就業制限」とは意味合いが違います。

結核患者への偏見・差別に気をなくしましょう
結核は治療すれば周囲に感染させることはなく、治療しながら仕事をする

ことも可能です。
また結核を発病したことは本人の責任によるものではなく、誰もがかかる

可能性があります。
結核患者に対する偏見や差別につながらないように、

職場内で細心の注意を払い、患者さんの人権を守る
ようお願いします。
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もしも職場の人が結核にかかったら

結核にかかった場合の生活

・結核にかかっても、感染性の低い（人にうつ
す可能性が低い）状態であれば、通院で治療し
ながら平常どおりの生活を送れます。
・感染性のある（人にうつす可能性がある）状
態で見つかった場合は、一時的に入院治療が
必要です。

結核の治療

複数の薬を６か月から９か月間服用します。
薬に対して耐性※1があったり、糖尿病などの合併症がある場合は、治
療期間が長くなることがあります。

※1：標準の治療薬が効きにくい結核菌のことです。その場合、他の薬へ変更して治療し
ます。

結核の主な症状
咳、痰 発熱・微熱 だるさ 食欲がない 体重減少 息切れ

※２週間以上続く咳は要注意！
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結核とは
結核菌に感染することによって起こる感染症です。主に肺に感染します（肺結核）が、

その他の部位でも発症することがあります。日本で新たに、年間約１万人がかかってい
る感染症です。

結核 ≠ 治らない病気 結核 ≠ 働けない病気



結核治療の流れ 結核の治療は毎日欠かさず
薬を服用することが大切です

通院治療の場合、これま
で通りの就業は可能です。

治療終了後は、再発がないこと
を確認します。

２ ３

もしも結核に感染していたら

感染していても、結核を発症
していない場合（潜在性結核感
染症）は、3～９か月間、飲み薬
で通院で治療します。
治療費には公費負担医療制

度が適用され、自己負担額は
5％程度です。

職場調査・接触者調査とは
保健所は、患者さんの周囲で、結核患者がいな
かったか、職場での過去の健診結果などを調査
します。また、患者さんと接触の多かった方や、
職場の換気状況などについて調査します。

接触者健診とは
患者さんの結核が感染性が高いと診断された場
合は、保健所は周囲の方へ健診を行います。健
診が必要な場合は、連絡をします。

接触者健診の実際

【問診】
咳などの症状や、結核患者さんとの接
触の有無などについて確認します。
【血液検査（IGRA検査）】
結核に感染していないか調べます。
【胸部エックス線検査】
結核を発病していないか調べます。

※状況により、検査方法、検査時期は異なります。

患者の人権に配慮しつつ、周囲の感
染者の早期発見に御協力ください。

治療開始 １か月 ２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６〜９か月 治療終了後２〜３年後
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管轄の保健所から連絡がきます。

服薬・通院支援 定期的な経過観察への支援
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経過観察 原則２年間
（定期的に胸部エックス線検査）入院治療（平均２か月）

定期的な通院・検査が必要なため、
休暇やシフトの調整等の配慮をお願いします。


